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一

一
　
概
説 

１
　
議
定
書
の
成
立
経
緯 

　
国
際
民
間
航
空
機
関
（
以
下
「
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
十
九
年
（
千
九
百
四
十
四
年
）
に
作
成
さ
れ
た
国
際
民
間
航
空
条
約
（
以
下
「
条
約
」

(1)
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
国
際
民
間
航
空
の
安
全
な
、
か
つ
、
整
然
た
る
発
展
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
国
際
連
合
の
専
門
機
関

の
一
つ
と
し
て
国
際
民
間
航
空
に
関
連
す
る
技
術
、
経
済
、
法
律
等
の
各
分
野
に
お
い
て
極
め
て
活
発
な
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
加
盟
国
数
は
、
漸

次
増
大
し
、
我
が
国
を
含
め
百
九
十
三
箇
国
に
達
し
て
い
る
。 

　
機
関
の
理
事
会
は
、
常
設
の
意
思
決
定
・
執
行
機
関
で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
加
盟
国
数
の
増
加
に
伴
っ
て
四
回
に
わ

(2)
た
っ
て
条
約
改
正
が
行
わ
れ
て
き
た
結
果
、
三
十
六
箇
国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
ま
た
、
機
関
の
航
空
委
員
会
は
、
航
空
関
係
の
規
則
及
び
手
続
等
に
関

す
る
国
際
標
準
及
び
勧
告
を
審
議
し
、
並
び
に
そ
の
採
択
を
理
事
会
に
勧
告
す
る
こ
と
等
を
任
務
と
し
て
お
り
、
そ
の
委
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
過
去
二

回
の
条
約
改
正
を
経
て
理
事
会
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
十
九
名
の
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
前
回
改
正
以
降
の
加
盟
国
数
の
増
加
に
伴
い
、
理

事
会
及
び
航
空
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
機
関
の
加
盟
国
数
の
増
加
を
公
平
か
つ
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
平
成
二
十
八
年
（
二
千
十

六
年
）
十
月
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
機
関
の
第
三
十
九
回
総
会
に
お
い
て
、
理
事
会
の
構
成
員
の
数
及
び
航
空
委
員
会
の
委
員
の
数
を
増
加

す
る
こ
と
を
定
め
る
国
際
民
間
航
空
条
約
第
五
十
条

の
改
正
に
関
す
る
二
千
十
六
年
十
月
六
日
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
署
名
さ
れ
た
議
定
書
（
以
下

(a)

「
条
約
第
五
十
条

の
改
正
に
関
す
る
議
定
書
」
と
い
う
。
）
及
び
国
際
民
間
航
空
条
約
第
五
十
六
条
の
改
正
に
関
す
る
二
千
十
六
年
十
月
六
日
に
モ
ン

(a)

ト
リ
オ
ー
ル
で
署
名
さ
れ
た
議
定
書
（
以
下
「
条
約
第
五
十
六
条
の
改
正
に
関
す
る
議
定
書
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
作
成
さ
れ
た
。 

２
　
議
定
書
締
結
の
意
義 

こ
れ
ら
の
議
定
書
は
、
機
関
の
理
事
会
の
構
成
員
の
数
及
び
航
空
委
員
会
の
委
員
の
数
を
増
加
す
る
た
め
、
条
約
の
該
当
規
定
を
そ
れ
ぞ
れ
改
正
す
る
こ

と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
れ
ら
の
議
定
書
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
機
関
に
お
け
る
国
際
協
力
を
増
進
す
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
。 

３
　
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務 

こ
れ
ら
の
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
新
た
な
措
置
を
と
る
義
務
は
生
じ
な
い
。 



二

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由 

国
際
航
空
運
送
の
分
野
で
主
要
国
た
る
我
が
国
は
、
昭
和
二
十
八
年
（
千
九
百
五
十
三
年
）
の
機
関
へ
の
加
盟
以
来
、
理
事
会
や
航
空
委
員
会
等
、
機
関

の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
て
き
て
お
り
、
理
事
会
及
び
航
空
委
員
会
の
新
た
な
構
成
に
つ
い
て
定
め
る
こ
れ
ら
の
議
定
書
に
つ
い
て
も
早
期
に
締
結
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。 

二
　
議
定
書
の
内
容 

こ
れ
ら
の
議
定
書
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

１
　
条
約
第
五
十
条

の
改
正
に
関
す
る
議
定
書 
(a)

条
約
第
五
十
条

に
定
め
る
理
事
会
の
構
成
員
の
数
を
三
十
六
か
ら
四
十
に
増
加
す
る
。 

(a)

２
　
条
約
第
五
十
六
条
の
改
正
に
関
す
る
議
定
書 

条
約
第
五
十
六
条
に
定
め
る
航
空
委
員
会
の
委
員
の
数
を
十
九
か
ら
二
十
一
に
増
加
す
る
。 

三
　
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

こ
れ
ら
の
議
定
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。



三

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由 

国
際
航
空
運
送
の
分
野
で
主
要
国
た
る
我
が
国
は
、
昭
和
二
十
八
年
（
千
九
百
五
十
三
年
）
の
機
関
へ
の
加
盟
以
来
、
理
事
会
や
航
空
委
員
会
等
、
機
関

の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
て
き
て
お
り
、
理
事
会
及
び
航
空
委
員
会
の
新
た
な
構
成
に
つ
い
て
定
め
る
こ
れ
ら
の
議
定
書
に
つ
い
て
も
早
期
に
締
結
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。 

二
　
議
定
書
の
内
容 

こ
れ
ら
の
議
定
書
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

１
　
条
約
第
五
十
条

の
改
正
に
関
す
る
議
定
書 

(a)

条
約
第
五
十
条

に
定
め
る
理
事
会
の
構
成
員
の
数
を
三
十
六
か
ら
四
十
に
増
加
す
る
。 

(a)

２
　
条
約
第
五
十
六
条
の
改
正
に
関
す
る
議
定
書 

条
約
第
五
十
六
条
に
定
め
る
航
空
委
員
会
の
委
員
の
数
を
十
九
か
ら
二
十
一
に
増
加
す
る
。 

三
　
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

こ
れ
ら
の
議
定
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。
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ア
イ
、
ベ
ネ
ズ
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ベ
ト
ナ
ム
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ジ
ン
バ
ブ
エ 
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条
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五
十
六
条
の
改
正
に
関
す
る
議
定
書 

　
作
成
　
平
成
二
十
八
年
十
月
六
日
　
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
お
い
て
作
成 

(1)
　
効
力
発
生
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
未
発
効
（
百
二
十
八
番
目
の
批
准
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
） 

(2)
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